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住民等からの空家等に関する相談への対応 

相談窓口の整備 

「空家等相談窓口」を開設し、相談者が抱える多様な悩みの解決に向けたサポートを行うと

ともに、空家等の発生予防や適切な管理の促進、有効活用に関する情報提供に努めます。 

 

本市に直接相談があった場合には、特定主管課の「空家等相談窓口」または、個別相談とし

て専門窓口にて受けた各課が相談内容に応じて、情報共有の上で連携を行います。また、地

域からの情報提供に応じての本市の関連各課が対応を行うとともに、専門的知見が必要な相

談においては、関係機関・関係団体への情報提供により連携していきます。 

 

また、将来において、本市以外の外部団体や NPO 等により、様々な問題に総合的に対応可

能な「空家等総合窓口」の設置について検討を行っていくものとします。 

 

相談窓口・連携体制 
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第３章 空き家所有者情報提供に関する運用の仕組み 

１ はじめに 

空き家所有者情報の提供に関する基本スキ  

ームは、以下のようなイメージである。  

① 市町村による空き家所在地・所有者の特定 

② 空き家所有者に情報提供の意向確認 

③ 空き家所有者の同意 

④ 空き家所有者情報を提供 

⑤ 民間事業者等と空き家所有者の接触 

 

ここでは、空き家所有者情報の提供に関する運用方法及びその留意点について

（ポイント） 

○ 空き家の所在地・所有者情報の集約・管理 

・ 地域の住居が利用されていない（空き家である）状況を確認するための情報

源として、水道閉栓情報、電気・ガス利用情報、不動産登記情報、死亡届等が

挙げられる。それらの情報を空き家担当部局に集約することが、民間事業者等

に情報提供を行うための第一歩である。 

・ 集約した情報については、個人情報保護の観点からしかるべく情報セキュリ

ティ体制を整備した上で管理する必要がある。特に、情報の活用を容易にする

ために市町村の部署間で共有できるデータベースを作る場合には情報の外部流

出がないような仕組みづくりが必須である。 

○ 所有者情報の民間事業者等への提供に当たっての仕組みづくり 

・ 民間事業者等への情報提供方法としては「市町村に登録等している民間事業

者等に情報提供する方法」と「市町村と連携している民間事業者団体等を通じ

て民間事業者等に情報提供する方法」が考えられる。 

・  前者では、個々の民間事業者の業務遂行が適切に行われるような市町村の関

与が必要となるが、後者では、市町村が直接関与する機会が基本的にないた

め、事業者団体等を通じた民間事業者の質の担保が課題になると考えられる。

いずれの形をとるにせよ、市町村には、自らの業務負担ともバランスを取りつ

つ、空き家所有者が安心して情報提供に同意できるような体制を作る責任があ

る。 

○ 空き家所有者本人への同意取得に当たっての留意点 

  ・ 空き家所有者本人への同意取得においては、当該空き家に係る権利関係、所

在地、用途、構造、土地面積等の状況、空き家になった時期等について、あわ

せて情報を取得することにより、民間事業者は効率的に所有者の相談に対応す

ることが可能となる。 

税務部局・その他の部局 

空家部局 

④ 

事業者 
  所有者 

① 

② 

③ 

⑤ 
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                     №        

空 き 家 等 に 関 す る 情 報 提 供 同 意 書 

 

平成  年  月  日 

 太田市長 様 

Ⅰ 申込者    住所 〒                                           

            （フリガナ）                                                         

 氏名                                             

 電話               ファクス                    

 携帯電話                                          

 ※登録情報については、太田市と空家対策協定を締結している、(一社)群馬県宅地建物取引業協会太

田支部、（公社）全日本不動産協会群馬県本部、(一社)群馬県建設業協会太田支部、太田広域建築業組

合、群馬県建築業組合連合会太田毛里田支部、群馬弁護士会(以下、この 6 団体を空き家等対策協力

団体という)に情報提供することに同意します。 

 

Ⅱ 空き家等について下記の相談を希望します。(複数可) 

  

①現状のまま賃貸希望  ②現状のまま売却希望   ③管理を希望 ④解体のみを希望 

 

 ⑤解体後、更地にして売却希望  ⑥修繕後、賃貸・売却を希望 ⑦修繕のみを希望   

 

 ⑧相続等の相談をしたい   ※⑥⑦⑧の内容(                                 ) 

Ⅲ 空き家の詳細 

申込者の権利関係 
・土地及び建物の所有者   ・建物の所有者 

・その他（                         ） 

空き家等の所在地 太田市      町 

空き家等の状況 

用   途 住宅・その他（       ） 

構   造 
木造・その他（       ） （  階建） 

瓦 ・ スレート ・ コンクリート ・ 鋼板 

土 地 面 積 ㎡（地目：宅地・雑種地・    ） 

建 物 面 積 １階   ㎡   ２階   ㎡ 計     ㎡ 

間 取 り （例：３LDK など） 

建 築 時 期 （大正・昭和・平成）  年  月頃 

そ の 他  

空き家になった時期 

 

現状の問題点 

（例 相続でもめている） 

（例 長屋造り） 

（昭和・平成）   年   月頃 

 

問題点等 
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空家所有者(管理者)様へ (必ずお読みください) 

 

◯ 申込をされた個人情報は本相談業務の目的以外には利用いたしません。 

 

◯ 原則として、市内に空き家等を所有している人が対象となります。 

 

◯ 空き家等の売買や解体等の交渉・契約は、空き家等対策協力団体の会員と空き家所有者(管理

者)の話し合いのもとに行っていただきます。 

 

◯ 市では、情報提供された空き家等情報を空き家等協力団体へ紹介をしますが、空き家等の売

買や解体等の交渉・契約については、直接これに関与いたしません。また、契約に関するトラ

ブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。 

 

◯ 契約後の現地調査および交渉については、仲介手数料が必要となります。詳しくは、調査を

依頼する際に取扱店にご確認ください。 

 

◯ 空き家等の情報提供を行って頂いても必ず空き家等対策協力団体が取り扱ってくれるとは

限りません。市に情報提供をしてから 1 か月経っても、どこからも連絡が無かった場合には、

各団体名簿を参考にご自身で依頼先をお探しください。 

 

◯ 空き家の対応先(契約先)が決まったら、市にご連絡ください。 

 

以上のことをご理解の上、お申し込みください。 

 

空き家等に関する情報提供の流れ 

 ①空き家所有者等 ⇒ ②太田市 ⇒ ③空き家等対策協力団体(6 団体)各代表者   

⇒ ④各団体の会員 ⇒ ⑤空家所有者等 

 ①空き家所有者等は太田市へ空き家等の情報提供同意書を提出する 

②太田市は空き家等の地図・同意書を各団体の代表者へ情報提供する 

③空き家等対策協力団体の代表者は、各会員へ空き家等の情報提供をする 

④各団体の会員は、空き家情報を基に、取扱える物件かどうかを精査する 

⑤取り扱いを希望する各団体の会員は、空き家所有者等へ連絡をする 

⑥空き家所有者等は、各団体の会員の中から契約者を選択し話を進める 

 

 

 

【お問合せ先】 

住 所 太田市浜町２－３５ 

担当課 太田市役所建築住宅課 

電 話 0276-47-1843 
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○ 空き家バンクは、全自治体の約4割（763自治体）が設置済み、約2割（276自治体）が準備中又は今後設置
予定である等、各地域の空き家対策として取組が進みつつある状況。

○ しかしながら、現状では、自治体ごとに各々設置され、開示情報の項目が異なり分かりづらく、検索が難しい
など、課題も存在。

現状・課題

○ 国土交通省では、各自治体の空き家等情報の標準化・集約化を図り、全国どこからでも簡単にアクセ
ス・検索できるよう「全国版空き家・空き地バンク」の構築を支援。

○ 昨年10月より、公募により選定した2事業者（(株)LIFULL・ｱｯﾄﾎｰﾑ(株)）が試行運用を開始。

○ 準備が整った自治体から順次掲載を進め、システムの改善等を行った上で、今年度より本格運用を開始。

全国版空き家・空き地バンクの構築

アットホーム株式会社株式会社LIFULL

URL: https://www.homes.co.jp/akiyabank/ URL: https://www.akiya-athome.jp/

ラ イ フ ル

←バナーをクリックすると各社のサイトをご覧いただけます。

※ 国土交通省HPにも下記バナーを設置

○5月14日時点で515自治体が参加。
○順次、物件情報の掲載等を推進中。

（現在、338自治体が掲載済）

現在の運用状況

まる

これまでの成約実績

○自治体へのアンケート調査によると142件が成約済。
（売買101件、賃貸41件）

4

「全国版空き家・空き地バンク」について
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空き住宅等及び既存住宅の流通等を促進する体制づくり（参考イメージ)  

空き住宅等の流通を促進する体制の構築にあたっては、３段階目の形態を目標として取組んでいきま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

まずは、関係団体と連携し相談できる体制を

つくり、定期的な相談窓口や相談会を設け

困り事を解決していきます。 

また、戸建空き家に関するアンケート調査の

結果を基に、所有者等に情報提供等の働き

かけを行います。 

窓口や相談会で解決した事例の情報発信を

行うなど、所有者等に対する働きかけを積極

的に実施し、さらに相談件数が増えるよう取

組みを充実させていきます。 

解決できなかった相談事例は、重要な課題

として、不足するサービスや支援策を検討

し、機能拡充を図ります。 

関係団体内で事務局のような組織が整い、

徐々に市が仲介せずとも所有者等と関係団

体が直接やりとりする事例も生じるようになり

ます。 

3 段階目では、関係団体内の事務局組織

が、直接所有者等に対し、相談を行うことが

基本となります。市は必要に応じて仲介に入

るなど、後方から支援する関係となっていま

す。 

関係団体の構成員が、相談内容に応じて柔

軟に対応できるなど、課題解決に向けて関

係団体が主体的に参画できる状態となって

います。 

１段階目：成功事例を集める

２段階目：成功事例から、積極的働きかけができる体制を作る

３段階目：関係団体による流通を促進する持続的な体制へ

23
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① 利活用希望をつなぐマッチングサービス枠組みの構築 

＜有効活用部会で検討＞ 

「固定資産税程度の収入が得られるなら貸したい」「周辺を管理してくれるのであれば庭

を貸しても良い」といったような所有者ニーズは一定数あると考えられます。 

あわせて、該当物件の敷地周辺の管理を行うことを条件に、その庭を地域の農園として

借り受け、自治会活動に活かしている事例も市内に見られます。 

所有者が中古住宅として通常の賃貸や売却を希望する場合や、更地の売買や駐車場

等として貸す場合には、一般的な不動産流通の中で実現できます。しかしながら、通常の

不動産流通仕組みの中では難しい、これらの「貸したい」「借りたい」意向をつなぐため、新た

なマッチングの枠組みを検討します。 

例えば、行政が把握した所有者等の「貸したい」意向や条件と、地域機関が集約した自

治会や地域企業などの「借りたい意向」、地域事業者による庭木手入れなどの軽作業で

「働きたい意向」、などをマッチングすることで、地域の活性化につなげることが考えられま

す。 

解消する課題 総合的な支援体制、空家等施策と関連する施策の整合 

 
 

利活用希望をつなぐマッチングサービスのイメージ 

 

マッチングサービス 

②借りたい 
意向や条件
の登録  

②事業情報

の登録 

市相談窓口経由での  ニーズの紹介 

空家等所有者 

（貸し出しのニーズ） 

地域事業者など 

（働き手の紹介） 

自治会、地域事業者など 

（空き家利活用の需要） 

①管理代行

依頼の登録 
①貸したい

情報の登録 

③情報紹介

（仲介）で

の当事者 

直接契約 

③情報紹介

（仲介）で

の当事者 
直接契約 
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